
注１： 変更のない事項については、斜線を記入又は網掛けを施すこと。

注２：

注３：

届出者は、自動車の点検及び整備に関する情報の提供並びにリコール届出に関する責務があります。
なお、リコール届出に関しては、その実施について道路運送車両法（昭和２６年６月１日法律第１８
５号）に基づく勧告、命令を受ける場合があります。（第57条の２、第63条の２、第63条の３関係）

自動車検査証記録事項について変更が生じる場合は、当該事項の変更について道路運送車両法に基づ
く自動車検査証記録事項の変更が必要となります。（第67条関係）

（日本産業規格　Ａ列４番）
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第10号様式（裏面） 

改　造　等　の　概　要

目 的

車 枠 及 び 車 体


	10号様式裏面 (2)

